
○成田市コンプライアンス条例施行規則 

平成２４年６月２１日 

規則第５３号 

改正 平成２８年３月３１日規則第２１号 

令和元年１２月１８日規則第４０号 

（趣旨） 

第１条 この規則は，成田市コンプライアンス条例（平成２４年条例第２号。

以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（コンプライアンス委員会） 

第２条 委員会に委員長を置き，副市長の職にある者をもって充てる。 

２ 委員会の会議は，委員長が招集し，委員長が議長となる。 

３ 委員長は，会務を総理し，委員会を代表する。 

４ 委員長は，必要に応じて関係職員の出席を求め，参考意見又は説明を聴取

することができる。 

（平２８規則２１・一部改正） 

（書面による公益通報） 

第３条 条例第１１条第２項本文に規定する公益通報を行う場合の書面は，公

益通報書（別記第１号様式。以下「通報書」という。）によるものとする。 

（平２８規則２１・一部改正） 

（公益通報の方法） 

第４条 公益通報は，審査会又は委員会があらかじめ指定した場所へ通報書を

提出して行うものとする。 

（平２８規則２１・追加） 

（公益通報の受理等） 

第５条 審査会又は委員会は，公益通報を受理したときは，受理した旨及び調

査の着手時期の見通しを公益通報受理通知書（別記第２号様式）により，当

該公益通報を行った者に通知するものとする。ただし，通報の内容が公益通

報に該当しないときは，この限りでない。 

２ 前項本文の規定にかかわらず，匿名の公益通報者については，当該通知を

行わないものとする。 

（平２８規則２１・追加，令元規則４０・旧第６条繰上・一部改正） 

（公益通報の審査を開始しない旨の決定等） 

第６条 審査会は，条例第１３条第３項の規定により公益通報の審査を開始し

ない旨の決定をしたときは，公益通報審査不開始決定通知書（別記第３号様

式）により，市長，任命権者（市長を除く。）及び委員会並びに当該公益通

報を行った者に通知するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず，匿名の公益通報者については，当該通知を行わ



ないものとする。 

（令元規則４０・追加） 

（公益通報の審査等の通知等） 

第７条 条例第１３条第４項又は第５項本文の規定による通知は，公益通報審

査結果通知書（別記第４号様式）によるものとする。 

２ 条例第１４条第２項の規定による報告は，公益通報調査報告書（別記第５

号様式）によるものとする。 

（平２８規則２１・旧第４条繰下・一部改正，令元規則４０・一部改

正） 

（働きかけ行為の報告等） 

第８条 条例第１６条第１項の規定による報告又は同条第２項本文の規定によ

る記録の提出は，働きかけ行為報告書（別記第６号様式）によるものとする。 

２ 条例第１６条第３項又は第１８条第２項の規定による報告は，働きかけ行

為不提出報告書（別記第７号様式）によるものとする。 

（平２８規則２１・旧第５条繰下・一部改正） 

（働きかけ行為の審査の通知） 

第９条 条例第１７条第２項の規定による通知は，働きかけ行為審査結果通知

書（別記第８号様式）によるものとする。 

（平２８規則２１・旧第６条繰下・一部改正） 

（不正な行為の報告） 

第１０条 条例第２０条第２項の規定による報告は，不正な行為報告書（別記

第９号様式）によるものとする。 

２ 条例第２０条第３項の規定による報告は，不正な行為対策報告書（別記第

１０号様式）によるものとする。 

（平２８規則２１・旧第７条繰下・一部改正） 

（庶務） 

第１１条 審査会及び委員会の庶務は，コンプライアンス主管課において処理

する。 

（平２８規則２１・追加） 

（委任） 

第１２条 この規則に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定める。 

（平２８規則２１・旧第８条繰下） 

附 則 

この規則は，平成２４年７月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月３１日規則第２１号） 

この規則は，平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年１２月１８日規則第４０号） 



この規則は，令和２年４月１日から施行する。 
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